
別表第１０【長期使用構造等確認等料金】

　　　2 ～   5
　　　6 ～  10
　　 11 ～  25
　　 26 ～  50
　　 51 ～ 100
　  101 ～

※

※　Ｙは、別表第１に定める１棟当たりの評価料金
※　αは、１５％の範囲内でセンターが定める減額率
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長期使用構造等確認に係る
軽微変更該当証明
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　　　戸建住宅

兼用住宅は「戸建住宅」の区分欄に、長屋建ては「共同住宅等」の区分欄に掲げる確認料金
等を適用する。

住宅性能評価書 長期使用構造等確認書

161,700

変更
長期使用構造等確認

5,500
（円／住戸）

長期使用構造等確認（単位　戸）

別表第１１【住宅性能評価書、長期使用構造等確認書の再交付料金】

別表第１２【規程第３１条第５号に定める評価料金の減額】

共同住宅等

　　　　設計住宅性能評価の料金から減ずる額

　　　　　　Ｙ　×　α　　　　（千円未満は切り捨てる）


